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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体を有するトランジスタが複数配置された第１領域と前記第１領域の周辺に位置す
る周辺領域とを有する第１基板と、
　前記周辺領域にあり、集積回路が接続される接続端子と、
　前記第１基板に接する第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜に接する第２絶縁膜と、
　複数の金属配線層と、
　を備え、
　前記複数の金属配線層は、前記第１絶縁膜と前記第２絶縁膜との間に位置する第１金属
配線層と、前記第２絶縁膜上に位置する第２金属配線層と、を含み、
　前記接続端子は、複数の端子電極を含み、前記第２金属配線層の第１部分で構成され、
　前記第１領域において、前記第１金属配線層と前記第１基板との間には、前記第１絶縁
膜があり、
　前記周辺領域において、前記第１金属配線層と前記第１基板との間には、前記第１絶縁
膜がなく、前記接続端子と前記第１基板との間には、前記第２絶縁膜があり、
　前記第１金属配線層は、前記周辺領域において、前記第１基板と接しており、隣り合う
前記端子電極の間に位置している、アクティブマトリクス基板。
【請求項２】
　前記複数の金属配線層は、第３金属配線層をさらに含み、
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　表示領域において、前記半導体は、前記第１金属配線層の第２部分と前記第３金属配線
層の第２部分との間にあり、
　前記接続端子は、前記第１金属配線層の第１部分及び前記第３金属配線層の第１部分で
構成される、請求項１に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項３】
　前記半導体は、酸化物半導体であり、
　前記第１金属配線層の第２部分及び前記第３金属配線層の第２部分には、ゲート電圧が
印加される、請求項２に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項４】
　平面視において、隣り合う前記端子電極の間には、前記第１絶縁膜がある、請求項１乃
至３のいずれか一項に記載のアクティブマトリクス基板。
【請求項５】
　前記第１基板は、透明なポリイミド基板である、請求項１乃至４のいずれか一項に記載
のアクティブマトリクス基板。
【請求項６】
　前記第１絶縁膜の厚みが１００ｎｍ以上である、請求項１乃至５のいずれか一項に記載
のアクティブマトリクス基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可撓性を有する表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、可撓性を有する表示装置（フレキシブル表示装置）の需要が高まっており、表示
装置をフレキシブル化するための開発が進んでいる。表示装置のフレキシブル化に関し、
これまでは有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置の開発が先
行して進められてきたが、最近では、液晶表示装置のフレキシブル化も進められている。
例えば、特許文献１には、支持基板として、薄く加工したガラス基板や樹脂基板を用いた
液晶表示装置が開示されている。
【０００３】
　表示装置をフレキシブル化するためには、支持基板として、可撓性を有する基板を用い
る必要がある。可撓性を有する基板としては、ポリカーボネート、ポリイミド等の樹脂基
板が用いられる。基本的には、ガラス基板上に樹脂材料を塗布して樹脂層を形成し、その
後、ガラス基板を樹脂層から剥離して、残存した樹脂層を支持基板として用いる方法が主
流となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－７６９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　表示装置の支持基板として樹脂基板を用いる場合、樹脂材料の透過率の影響を考慮する
必要がある。特に、液晶表示装置の支持基板は、バックライトからの光を透過しなければ
ならないため、可視光に対して透明な樹脂材料を用いる必要がある。また、樹脂基板の特
性として、透明であるだけでなく、位相差が低いことも光学的な観点からは重要である。
このような要求に応じて選択された樹脂材料は、膜としての強度が弱く、弾性率が低いと
いう傾向がある。
【０００６】
　また、支持基板の耐湿性を向上させるために、樹脂基板上にバリア層として無機絶縁膜
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を設ける場合がある。この場合において、表示装置の接続端子に集積回路（ＩＣ）等を実
装する際の圧着工程において、接続端子の下方の樹脂基板が撓み、接続端子と樹脂基板と
の間にある無機絶縁膜にクラックが発生する場合がある。無機絶縁膜にクラックが発生す
る際、樹脂基板にもダメージが入り、結果として、樹脂基板の強度が下がる虞がある。
【０００７】
　本発明の課題の１つは、表示装置のＩＣ実装部における支持基板の強度を向上させるこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施形態における表示装置は、表示領域と前記表示領域の周辺に位置する周
辺領域とを有する第１可撓性基板と、前記周辺領域にあり、集積回路が接続される接続端
子と、前記第１可撓性基板に接する第１絶縁膜と、を備え、前記表示領域には、前記第１
絶縁膜があり、前記接続端子と前記第１可撓性基板との間には、前記第１絶縁膜がない。
【０００９】
　本発明の一実施形態における表示装置は、表示領域と前記表示領域の周辺に位置する周
辺領域とを有する第１可撓性基板と、前記周辺領域にあり、集積回路が接続される接続端
子と、前記表示領域及び前記周辺領域において前記第１可撓性基板に接する第１絶縁膜と
、を備え、前記接続端子と前記第１絶縁膜との間に、有機絶縁膜がある。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１実施形態における液晶表示装置の概略の構成を示す斜視図である。
【図２】第１実施形態における液晶表示装置の概略の構成を示す平面図である。
【図３】第１実施形態における液晶表示装置の画素をIII－IIIで示される一点鎖線で切断
した断面図である。
【図４】第１実施形態における液晶表示装置のＩＣ実装部の近傍をIＶ－IＶで示される一
点鎖線で切断した断面図である。
【図５】第２実施形態における液晶表示装置のＩＣ実装部の近傍を切断した断面図である
。
【図６】第３実施形態における液晶表示装置のＩＣ実装部の近傍を切断した断面図である
。
【図７】第３実施形態における液晶表示装置のＩＣ実装部の近傍を切断した断面図である
。
【図８】第４実施形態における液晶表示装置のＩＣ実装部の近傍を切断した断面図である
。
【図９】第５実施形態における液晶表示装置のＩＣ実装部の近傍を切断した断面図である
。
【図１０】第６実施形態における液晶表示装置の画素を切断した断面図である。
【図１１】第６実施形態における液晶表示装置のＩＣ実装部の近傍を切断した断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の各実施の形態について、図面等を参照しつつ説明する。但し、本発明は
、その要旨を逸脱しない範囲において様々な態様で実施することができ、以下に例示する
実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。また、図面に関して、説明を
より明確にするため、実際の態様に比べて各部の幅、厚さ、形状等を模式的に表す場合が
あるが、それら模式的な図は一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。さら
に、本明細書と各図において、既出の図に関して説明したものと同様の機能を備えた要素
には、同一の符号を付して、重複する説明を省略することがある。
【００１２】
　なお、本明細書において、図面を説明する際の「上」、「下」などの表現は、着目する
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構造体と他の構造体との相対的な位置関係を表現している。具体的には、側面から見た場
合において、第１基板（アレイ基板）から第２基板（対向基板）に向かう方向を「上」と
定義し、その逆の方向を「下」と定義する。
【００１３】
　本明細書において、ある一つの膜に対してエッチング等の加工処理を施すことにより形
成された複数の要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）は、それぞれ異なる機能又は役割を有する要素と
して記載されることがある。これら複数の要素は、同一の層構造及び同一の材料で構成さ
れたものであり、同一の層にある要素として記載される。
【００１４】
　また、本明細書において「αはＡ、Ｂ又はＣを含む」、「αはＡ、Ｂ及びＣのいずれか
を含む」、「αはＡ、Ｂ及びＣからなる群から選択される一つを含む」といった表現は、
特に明示が無い限り、αはＡ～Ｃの複数の組み合わせを含む場合を排除しない。さらに、
これらの表現は、αが他の要素を含む場合も排除しない。
【００１５】
　「表示装置」とは、電気光学層を用いて映像を表示する構造体を指す。例えば、表示装
置という用語は、電気光学層を含む表示セルを指す場合もあるし、表示セルに対して他の
光学部材（例えば、偏光部材、バックライト、タッチパネル等）を装着した構造体を指す
場合もある。ここで、「電気光学層」には、技術的な矛盾を生じない限り、液晶層、エレ
クトロルミネセンス（ＥＬ）層、エレクトロクロミック（ＥＣ）層、電気泳動層が含まれ
得る。したがって、後述する実施形態について、表示装置として、液晶層を含む液晶表示
装置を例示して説明するが、上述した他の電気光学層を含む表示装置への適用を排除する
ものではない。
【００１６】
（第１実施形態）
　本実施形態では、本発明の表示装置として、液晶表示装置を例示する。まず、第１実施
形態の液晶表示装置１００の概略の構成について説明する。
【００１７】
　図１は、第１実施形態における液晶表示装置１００の概略の構成を示す斜視図である。
液晶表示装置１００は、アレイ基板１０１、対向基板１０７、及びアレイ基板１０１と対
向基板１０７との間に保持された液晶層１０８（図３）を含む。アレイ基板１０１は、複
数の画素１０２がマトリクス状に配列された表示領域１０３及び表示領域１０３の周辺に
位置する周辺領域１０４を有する。周辺領域１０４には、表示領域１０３に対して外部か
らの信号を供給するＦＰＣ（フレキシブルプリント回路）基板１０５及び表示領域１０３
に対して供給する駆動信号を生成する駆動用ＩＣ（集積回路）１０６が配置される。
【００１８】
　なお、アレイ基板１０１及び対向基板１０７には、偏光フィルム（図示せず）が隣接し
て設けられていてもよい。また、アレイ基板１０１及び対向基板１０７のいずれか一方に
隣接してバックライトが設けられていてもよい。
【００１９】
　アレイ基板１０１は、複数の画素１０２に薄膜トランジスタ等のスイッチング素子を含
み、アクティブマトリクス基板とも呼ばれる。各画素１０２は、スイッチング素子として
薄膜トランジスタを用いた画素回路を有し、スイッチング素子のＯＮ／ＯＦＦ動作を制御
することにより、各画素１０２に対応する液晶層の配向制御を行う構成となっている。
【００２０】
　ＦＰＣ基板１０５及び駆動用ＩＣ１０６は、図１には図示されない接続端子に接続され
、表示領域１０３に対して所定の信号を供給する。本実施形態では、図示しない外部装置
からＦＰＣ基板１０５を介して供給された映像信号が駆動用ＩＣ１０６に入力される。駆
動用ＩＣ１０６に入力された映像信号は、所定の信号処理が施された後、表示領域１０３
に対して出力される。また、駆動用ＩＣ１０６は、表示領域１０３に配置された走査線、
信号線（図示せず）に所定の信号を供給するための駆動信号を生成する。
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【００２１】
　図１では、表示領域１０３を構成する走査線及び信号線を駆動するために、駆動用ＩＣ
１０６を設けた例を示しているが、別途、表示領域１０３の周囲に、薄膜トランジスタで
形成されたゲートドライバ回路やソースドライバ回路を設けた構成とすることもできる。
その場合、それらゲートドライバ回路やソースドライバ回路は、駆動用ＩＣ１０６から出
力される駆動信号（スタートパルス等）によって駆動される。
【００２２】
　アレイ基板１０１と対向基板１０７との間には液晶層１０８（図３）が保持される。ア
レイ基板１０１、対向基板１０７及びそれらの間の液晶層１０８を含む構造体を液晶セル
と呼ぶ場合がある。対向基板１０７は、例えば、樹脂材料で構成されるシール材を用いて
アレイ基板１０１に接着される。
【００２３】
　図２は、第１実施形態における液晶表示装置１００の概略の構成を示す平面図である。
ただし、図２では、図１に示したＦＰＣ基板１０５及び駆動用ＩＣ１０６の図示を省略し
ている。図２に示されるように、ＦＰＣ基板１０５が実装される部分には、ＦＰＣ実装部
２０５が設けられている。また、駆動用ＩＣ１０６が実装される部分には、ＩＣ実装部２
０６が設けられている。ＦＰＣ実装部２０５及びＩＣ実装部２０６は、露出した複数の端
子電極で構成される接続端子である。
【００２４】
　図２において、斜線のハッチングで示した領域２０１は、後述するアンダーコート膜１
２（図３）が設けられている領域である。また、斜線のハッチングが施されていない領域
２０２は、後述するアンダーコート膜１２が設けられていない領域である。ここでいう「
アンダーコート膜」とは、支持基板と薄膜トランジスタとの間に設けられた無機絶縁膜を
指す。本実施形態の液晶表示装置１００は、ＩＣ実装部２０６の近傍だけアンダーコート
膜１２が設けられていない。
【００２５】
　図３は、図２において、画素１０２をIII－IIIで示される一点鎖線で切断した断面図で
ある。図３において、アレイ基板１０１は、支持基板としての樹脂基板１１、アンダーコ
ート膜１２、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）１３、平坦化膜１４、共通電極１５、無機絶縁
膜１６、画素電極１７、及び配向膜１８を含む。勿論、これらに限らず、他の要素を含ん
でいても構わない。
【００２６】
　樹脂基板１１は、透明な樹脂材料で構成された、可撓性を有する基板である。そのため
、樹脂基板１１を「第１可撓性基板」と呼ぶ場合がある。なお、本明細書中における「樹
脂基板」とは、樹脂材料で構成された平板状の部材を指す。例えば、樹脂基板には、成型
加工をしたシート状の樹脂材料で構成された部材（樹脂シート）や膜状の樹脂材料で構成
された部材（樹脂膜）も含まれる。本実施形態では、可撓性を有する、透明なポリイミド
基板を用いる。
【００２７】
　なお、ここでいう「透明」とは、可視光に対して透光性を有することを意味するが、ヘ
ーズ（曇り度）が１０％以下（好ましくは５％以下、より好ましくは３％以下、最も好ま
しくは１％以下）であることが望ましい。ヘーズは、樹脂基板について、ＪＩＳ　Ｋ７３
６１に準じたヘーズ測定器（例えば、日本電色工業社製の商品名「ＮＤＨ－２０００」）
を用いて測定することができる。具体的には、全光線透過率Ｔｔ（％）と散乱光透過率Ｔ
ｄ（％）とを求め、これらの数値からヘーズ（Ｔｄ／Ｔｔ×１００（％））を算出するこ
とができる。なお、ヘーズ測定器としては、スガ試験機株式会社のヘーズメーターを用い
ることも可能である。
【００２８】
　アンダーコート膜１２は、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜などの無機絶縁膜である。
アンダーコート膜１２は、樹脂基板１１からの水分又はガスの侵入を防ぐバリア膜として
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機能する。そのため、アンダーコート膜１２としては、バリア性の高い無機絶縁膜を用い
ることが多い。また、バリア性をより高めるため、アンダーコート膜１２の膜厚は、１０
０ｎｍ以上（好ましくは３００ｎｍ以上、より好ましくは４５０ｎｍ以上）であることが
望ましい。本実施形態では、アンダーコート膜１２の膜厚を６００ｎｍとする。また、本
明細書では、アンダーコート膜１２を「第１絶縁膜」と呼ぶ場合がある。
【００２９】
　ＴＦＴ１３は、画素１０２のＯＮ／ＯＦＦ状態を制御するスイッチング素子として機能
する。本実施形態では、ＴＦＴ１３として、いわゆるボトムゲート型ＴＦＴを用いる例を
示している。具体的には、本実施形態のＴＦＴ１３は、ゲート電極１３ａ、ゲート絶縁膜
１３ｂ、活性層１３ｃ、ドレイン電極１３ｄ、ソース電極１３ｅ、及び保護膜１３ｆを含
む。本実施形態では、ドレイン電極１３ｄ及びソース電極１３ｅを、金属材料で構成する
。なお、これらドレイン電極１３ｄ及びソース電極１３ｅの機能は、キャリアの移動する
向きに応じて入れ替わる場合がある。
【００３０】
　ゲート電極１３ａは、モリブデン、チタン、タンタル等の金属材料で構成される。ゲー
ト絶縁膜１３ｂは、酸化シリコンを主成分とする無機材料で構成される。本実施形態では
、ゲート絶縁膜１３ｂの膜厚を１２０ｎｍとするが、これに限られるものではない。
【００３１】
　本実施形態において、ＴＦＴ１３の活性層１３ｃは、酸化物半導体で構成されている。
酸化物半導体としては、例えば透明アモルファス酸化物半導体（Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ
　Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ：ＴＡＯＳ）を用いる
ことができる。具体的には、インジウム、ガリウム、及び亜鉛の少なくとも１つを含む酸
化物、例えば、酸化インジウムガリウム亜鉛（ＩＧＺＯ）、酸化インジウムガリウム（Ｉ
ＧＯ）、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）、亜鉛スズ酸化物（ＺｎＳｎＯ）、亜鉛酸化物
（ＺｎＯ）などを用いることができる。
【００３２】
　本実施形態の場合、樹脂基板１１の材料となる樹脂材料をガラス基板上に形成した状態
でＴＦＴ１３を形成するため、樹脂材料の耐熱性を考慮する必要がある。その点、酸化物
半導体は、２５℃から１００℃程度の非常に低い温度で成膜することが可能であるため、
樹脂材料を形成した後でも成膜することが可能である。なお、活性層１３ｃとしては、樹
脂材料の耐熱温度以内で成膜可能な半導体であれば如何なる材料を用いてもよく、例えば
アモルファスシリコンを用いることも可能である。
【００３３】
　保護膜１５ｆは、酸化シリコンで構成される無機絶縁膜であり、ＴＦＴ１３を、樹脂材
料で構成される平坦化膜１４から保護する役割を果たす。つまり、平坦化膜１４が活性層
１３ｃに直接接触することを防ぐ機能を有する。
【００３４】
　平坦化膜１４は、樹脂材料で構成される有機絶縁膜である。平坦化膜１４は、ＴＦＴ１
３によって生じる起伏を平坦化する機能を有する。本実施形態では、平坦化膜１４に使用
する樹脂材料としてアクリル樹脂を用いるが、ポリイミド、ポリアミドといった他の樹脂
材料を用いてもよい。
【００３５】
　共通電極１５は、透明導電膜で構成される電極である。具体的には、共通電極１５は、
対向する画素電極１７との間に横方向の電界を形成するための電極である。透明導電膜と
しては、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＺｎＯ（Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ
）に代表される無機化合物を用いることができる。
【００３６】
　無機絶縁膜１６は、窒化シリコンで構成され、共通電極１５及び平坦化膜１４を覆うよ
うに設けられる。本実施形態において、無機絶縁膜１６は、共通電極１５と画素電極１７
とを電気的に絶縁するとともに、共通電極１５と画素電極１７とで構成される保持容量の



(7) JP 6967371 B2 2021.11.17

10

20

30

40

50

誘電体としても機能する。
【００３７】
　画素電極１７は、透明導電膜で構成される電極である。透明導電膜としては、ＩＴＯ（
Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＺｎＯ（Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）に代表される無
機化合物を用いることができる。画素電極１７は、平坦化膜１４に設けられたコンタクト
ホールを介してＴＦＴ１３のドレイン電極１３ｄと電気的に接続される。これにより、Ｔ
ＦＴ１３を介して画素電極１７の電位を制御することが可能となり、共通電極１５と画素
電極１７との間に所望の電圧を与えることができる。
【００３８】
　このようにして共通電極１５と画素電極１７との間に電界が形成され、その電界により
液晶層１０８の液晶分子の配向が制御される。なお、配向膜１８は、公知の配向膜を用い
ることができるが、省略することも可能である。
【００３９】
　前述のように、本実施形態では、画素電極１７と共通電極１５との間に横方向の電界（
横電界）を形成する。このように横電界を利用する表示装置をＩＰＳ（Ｉｎ－ｐｌａｉｎ
　Ｓｗｔｃｈｉｎｇ）方式と呼ぶ。また、ＩＰＳ方式において、本実施形態のように共通
電極１５と画素電極１７を重ねて配置する場合の横電界（この場合は、フリンジ電界とも
いう。）を利用する方式を、ＦＦＳ（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）
方式と呼ぶ。
【００４０】
　ただし、液晶表示方式は、他の如何なる液晶表示方式を用いてもよい。例えば、同一層
に設けられた画素電極と共通電極とを用いて形成した横電界を利用する方式を用いてもよ
い。また、アレイ基板側に設けられた画素電極と、対向基板側に設けられた共通電極との
間に縦電界を形成し、その縦電界で液晶の配向を制御するＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌ
ｉｇｎｍｅｎｔ）方式を用いてもよい。
【００４１】
　本実施形態の液晶表示装置１００は、以上説明した構成を含むアレイ基板１０１と向か
い合わせに配置された対向基板１０７を含む。本実施形態では、対向基板１０７は、可撓
性を有する樹脂基板２０、遮光膜２１、カラーフィルタ２２、オーバーコート膜２３及び
配向膜２４を含む。なお、配向膜２４は、公知の配向膜を用いることができるが、省略す
ることも可能である。また、本明細書では、樹脂基板２０を「第２可撓性基板」と呼ぶ場
合がある。
【００４２】
　樹脂基板２０としては、樹脂基板１１と同様に、透光性を有する樹脂材料で構成された
基板を用いることができる。勿論、これに限らず、樹脂基板１１と樹脂基板２０とを異な
る材料で構成してもよい。
【００４３】
　遮光膜２１は、例えば黒色顔料やカーボンを含有させた樹脂材料を用いて形成すること
が可能である。遮光膜２１は、ブラックマトリクスとも呼ばれる。なお、遮光膜２１は、
遮光が目的で配置される部材であるため、遮光性を有する金属膜で代用することも可能で
ある。しかし、反射光を抑えるためには、黒色顔料を含有させた樹脂材料を用いることが
好ましい。
【００４４】
　カラーフィルタ２２は、各画素の透光領域（バックライトからの光が透過する領域）に
配置される。カラーフィルタ２２は、例えば顔料を含有させた樹脂材料を用いて形成する
ことが可能であり、顔料の種類に応じてＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）、Ｗ（白）といっ
た各色に対応するスペクトル光を透過させることができる。
【００４５】
　図４は、図２において、ＩＣ実装部２０６の近傍をIＶ－IＶで示される一点鎖線で切断
した断面図である。図４において、樹脂基板１１上には、アンダーコート膜１２、金属膜
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３１、無機絶縁膜３２、端子電極３３、平坦化膜１４が設けられている。端子電極３３は
、平面視において複数並べて配置され、全体として接続端子を構成している。つまり、複
数の端子電極３３によって、ＩＣ実装部２０６における接続端子が構成されている。また
、金属膜３１は、平面視において、隣り合う端子電極３３の間に配置される。
【００４６】
　ＩＣ実装部２０６の端子電極３３には、異方性導電膜３４により駆動用ＩＣ１０６のバ
ンプ１０６ａ及び１０６ｂが接続される。異方性導電膜３４は、バインダとしての樹脂層
３４ａ及び導電性粒子３４ｂを含む。図４に示されるように、端子電極３３と駆動用ＩＣ
１０６の各バンプ１０６ａ及び１０６ｂとは、樹脂層３４ａに保持された導電性粒子３４
ｂによって電気的に接続される。
【００４７】
　なお、金属膜３１は、図３に示したゲート電極１３ａと同一の膜を加工して得た要素で
ある。すなわち、金属膜３１及びゲート電極１３ａは、同一の金属配線層（以下「第１金
属配線層」という。）と言える。同様に、端子電極３３は、図３に示したドレイン電極１
３ｄ及びソース電極１３ｅと同一の膜を加工して得た要素である。すなわち、端子電極３
３、ドレイン電極１３ｄ及びソース電極１３ｅは、同一の金属配線層（以下「第２金属配
線層」という。）と言える。
【００４８】
　本明細書では、端子電極３３を第２金属配線層の第１部分と呼び、ドレイン電極１３ｄ
及びソース電極１３ｅを第２金属配線層の第２部分と呼んで区別する場合がある。ここで
「第１部分」とは、接続端子の要素として機能する部分を指し、「第２部分」とは薄膜ト
ランジスタの要素として機能する部分を指す。
【００４９】
　図４に示されるように、ＩＣ実装部２０６を含む領域においては、樹脂基板１１上にア
ンダーコート膜１２が存在しない。つまり、本実施形態では、周辺領域１０４において、
ＩＣ実装部２０６の近傍だけ局所的にアンダーコート膜１２が除去されている。本実施形
態では、接続端子として機能する端子電極３３と駆動用ＩＣ１０６（厳密には、バンプ１
０６ａ及び１０６ｂ）との間に導電性粒子３４ｂが位置する。すなわち、駆動用ＩＣ１０
６を接続端子に対して圧着する際、端子電極３３にはバンプ１０６ａ及び１０６ｂ並びに
導電性粒子３４ｂを介して大きな力が加わる。しかしながら、端子電極３３と樹脂基板１
１との間にはアンダーコート膜１２が存在しないため、アンダーコート膜１２にクラック
が発生して樹脂基板１１にダメージが入るという問題は解消される。
【００５０】
　前述のとおり、アンダーコート膜１２は、樹脂基板１１からの水分やガスの侵入を防ぐ
バリア膜として機能する。これは、表示領域１０３において樹脂基板１１の上に配置され
たＴＦＴ１３を、樹脂基板１１からの水分やガスから保護するためである。逆に言えば、
ＴＦＴ１３が配置されないＦＰＣ実装部２０５及びＩＣ実装部２０６に関しては、アンダ
ーコート膜１２が無くても問題はないと言える。そこで、本実施形態では、少なくともＩ
Ｃ実装部２０６には無機絶縁膜で構成されるアンダーコート膜１２を設けない構成とする
ことにより、前述のＩＣ実装部２０６において無機絶縁膜にクラックが発生するという不
具合を防ぐ構成となっている。
【００５１】
　なお、図４に示した構造の場合、端子電極３３と樹脂基板１１との間に無機絶縁膜３２
（表示領域１０３ではゲート絶縁膜１３ｂとして機能する。）が存在する。しかしながら
、本実施形態では、ゲート絶縁膜１３ｂの膜厚（すなわち、無機絶縁膜３２の膜厚）が、
アンダーコート膜１２の膜厚に比べて十分に薄いため、クラック等の問題は発生しない。
【００５２】
　また、本実施形態では、平面視において、隣り合う端子電極３３の間に金属膜３１を配
置する構成としたが、金属膜３１を省略することも可能である。ただし、本実施形態では
、ＩＣ実装部２０６にアンダーコート膜１２を設けない構成とするため、金属膜３１を設
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けた方がＩＣ実装部２０６の強度を確保する上では好ましい。また、本実施形態では、端
子電極３３として第２金属配線層を用いた例を示したが、第１金属配線層を用いて端子電
極３３を構成してもよい。
【００５３】
（第２実施形態）
　図５を参照して、第２実施形態の液晶表示装置１００aについて説明する。第２実施形
態の液晶表示装置１００ａと第１実施形態の液晶表示装置１００とが異なる点は、ＩＣ実
装部２０６において、一部にアンダーコート膜１２を残した点である。したがって、本実
施形態では、第１実施形態と相違する点に着目して説明を行い、第１実施形態の液晶表示
装置１００と同一の部分については、同一の符号を付して説明を省略する場合がある。
【００５４】
　図５は、第２実施形態における液晶表示装置１００ａのＩＣ実装部２０６の近傍を切断
した断面図である。図５に示される液晶表示装置１００ａでは、金属膜３１の下にアンダ
ーコート膜１２が存在する。すなわち、樹脂基板１１と金属膜３１との間に、アンダーコ
ート膜１２が残してある。換言すれば、平面視において、端子電極３３の下にはアンダー
コート膜１２が存在せず、隣り合う端子電極３３の間には、アンダーコート膜１２が存在
している。
【００５５】
　本実施形態の構造とした場合、第１実施形態に比べて、よりＩＣ実装部２０６の強度を
向上させることができる。
【００５６】
（第３実施形態）
　図６を参照して、第３実施形態の液晶表示装置１００ｂについて説明する。第３実施形
態の液晶表示装置１００ｂと第１実施形態の液晶表示装置１００とが異なる点は、アンダ
ーコート膜１２の上に緩和層として有機絶縁膜を設けた点である。したがって、本実施形
態では、第１実施形態と相違する点に着目して説明を行い、第１実施形態の液晶表示装置
１００と同一の部分については、同一の符号を付して説明を省略する場合がある。
【００５７】
　図６は、第３実施形態における液晶表示装置１００ｂのＩＣ実装部２０６の近傍を切断
した断面図である。本実施形態の液晶表示装置１００ｂでは、アンダーコート膜１２の上
に有機絶縁膜３６を設けている。すなわち、ＩＣ実装部２０６において、端子電極３３と
アンダーコート膜１２との間に、有機絶縁膜３６が存在する。有機絶縁膜３６としては、
ポリイミド、アクリル等の樹脂材料で構成される膜を用いることができる。このとき、有
機絶縁膜３６の膜厚は、１μｍ以上５μｍ以下（好ましくは、１μｍ以上２μｍ以下）と
することが望ましい。
【００５８】
　本実施形態の構造とした場合、端子電極３３とアンダーコート膜１２との間に、アンダ
ーコート膜１２よりも柔らかい（弾性率が低い）有機絶縁膜３６を設けているため、有機
絶縁膜３６が緩衝層として機能する。つまり、導電性粒子３４ｂによって端子電極３３に
大きな力が加わったとしても、有機絶縁膜３６によって力が分散されるため、アンダーコ
ート膜１２には大きな力が加わらない。したがって、アンダーコート膜１２にクラック等
が発生することを防ぐことができる。
【００５９】
　なお、図６では、アンダーコート膜１２と無機絶縁膜３２との間に有機絶縁膜３６を設
けた例を示しているが、これに限られるものではない。つまり、端子電極３３とアンダー
コート膜１２との間であれば、どの層に有機絶縁膜を設けても本実施形態の効果を得るこ
とができる。
【００６０】
　図７は、第３実施形態における液晶表示装置１００ｃのＩＣ実装部２０６の近傍を切断
した断面図である。図７では、無機絶縁膜３２と端子電極３３との間に有機絶縁膜３７が
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設けられている。この場合においても、有機絶縁膜３７は、端子電極３３から受ける力を
分散させる緩衝層として機能する。
【００６１】
　なお、図６では、アンダーコート膜１２に接して有機絶縁膜３６を設ける構成について
説明したが、この場合、有機絶縁膜３６として、色材（特に、顔料又は染料）を含む樹脂
材料を用いることも可能である。例えば、有機絶縁膜３６に対して赤色顔料、青色顔料又
は緑色顔料を添加することにより、表示領域１０３において、有機絶縁膜３６をカラーフ
ィルタとして利用することが可能である。また、例えば、有機絶縁膜３６に対して黒色顔
料を添加することにより、表示領域１０３又は周辺領域１０４において、遮光膜として利
用することが可能である。さらに、有機絶縁膜３６は、表示領域１０３において、カラー
フィルタや遮光膜を平坦化するオーバーコート膜として利用することも可能である。
【００６２】
　また、液晶表示装置１００ｂ又は液晶表示装置１００ｃを折り曲げる際の湾曲部分にお
いて中立面の制御や湾曲部分のほどを目的として設けられた有機絶縁膜を、図６に示した
有機絶縁膜３６や図７に示した有機絶縁膜３７として利用することも可能である。
【００６３】
　なお、「中立面」とは、複数の膜を積層した構造体を湾曲させた場合に、各膜に発生す
る圧縮応力と引張応力とが逆転する面をいう。つまり、湾曲部分の凹面側には圧縮応力が
働き、凸面側には引っ張り応力が働くが、これらの応力が釣り合う面を中立面という。中
立面は、湾曲部分の積層構造を変化させることにより位置を制御することが可能である。
【００６４】
（第４実施形態）
　図８を参照して、第４実施形態の液晶表示装置１００ｄについて説明する。第４実施形
態の液晶表示装置１００ｄと第１実施形態の液晶表示装置１００とが異なる点は、平坦化
膜１４の上に端子電極３９を設けた点である。したがって、本実施形態では、第１実施形
態と相違する点に着目して説明を行い、第１実施形態の液晶表示装置１００と同一の部分
については、同一の符号を付して説明を省略する場合がある。
【００６５】
　図８は、第４実施形態における液晶表示装置１００ｄのＩＣ実装部２０６の近傍を切断
した断面図である。本実施形態の液晶表示装置１００ｄでは、ＩＣ実装部２０６において
も平坦化膜１４を残し、平坦化膜１４の上に端子電極３９を設けた構成としている。この
とき、端子電極３９は、図３に示した共通電極１５と同時に形成される。すなわち、本実
施形態において、端子電極３９は、表示領域１０３における共通電極１５と同一の層構造
及び同一の材料で構成される。
【００６６】
　本実施形態では、端子電極３９の下に樹脂材料で構成される平坦化膜１４が存在するた
め、平坦化膜１４が緩衝層として機能する。その結果、端子電極３９に対して導電性粒子
３４ｂから力が加わっても、アンダーコート膜１２にクラックが生じることを防ぐことが
できる。
【００６７】
（第５実施形態）
　図９を参照して、第５実施形態の液晶表示装置１００ｅについて説明する。第５実施形
態の液晶表示装置１００ｅと第１実施形態の液晶表示装置１００とが異なる点は、接続端
子の構造が積層構造となっている点である。したがって、本実施形態では、第１実施形態
と相違する点に着目して説明を行い、第１実施形態の液晶表示装置１００と同一の部分に
ついては、同一の符号を付して説明を省略する場合がある。
【００６８】
　図９は、第５実施形態における液晶表示装置１００ｅのＩＣ実装部２０６の近傍を切断
した断面図である。図９において、補助電極４１は、端子電極３３の下方に配置される。
補助電極４１と端子電極３３は、無機絶縁膜３２に設けられた開口部を介して電気的に接



(11) JP 6967371 B2 2021.11.17

10

20

30

40

50

続される。つまり、補助電極４１及び端子電極３３は、いずれも接続端子の要素として機
能する。なお、無機絶縁膜３２は、ゲート絶縁膜１３ｂと同一プロセスで形成された絶縁
膜である。
【００６９】
　このとき、補助電極４１は、金属膜３１と同様に、図３に示したゲート電極１３ａと同
一の膜を加工して得た要素である。すなわち、補助電極４１及びゲート電極１３ａは、互
いに同一の層構造及び同一の材料で構成される第１金属配線層である。本明細書では、補
助電極４１を第１金属配線層の第１部分と呼び、ゲート電極１３ａを第１金属配線層の第
２部分と呼んで区別する場合がある。
【００７０】
　本実施形態によれば、補助電極４１と端子電極３３の積層構造が複数並んで接続端子を
構成するため、接続端子全体の抵抗を下げることができる。また、補助電極４１及び端子
電極３３のいずれかが断線しても接続端子としての機能を維持することが可能である。
【００７１】
（第６実施形態）
　図１０及び図１１を参照して、第６実施形態の液晶表示装置１００ｆについて説明する
。第６実施形態の液晶表示装置１００ｆと第１実施形態の液晶表示装置１００とが異なる
点は、接続端子の構造が積層構造となっている点である。したがって、本実施形態では、
第１実施形態と相違する点に着目して説明を行い、第１実施形態の液晶表示装置１００と
同一の部分については、同一の符号を付して説明を省略する場合がある。
【００７２】
　図１０は、第６実施形態における液晶表示装置１００ｆの画素を切断した断面図である
。図１１は、第６実施形態における液晶表示装置１００ｆのＩＣ実装部２０６の近傍を切
断した断面図である。
【００７３】
　図１０に示されるように、本実施形態の液晶表示装置１００ｆでは、ＴＦＴ４３が２つ
のゲート電極を有するデュアルゲート型ＴＦＴで構成されている。具体的には、本実施形
態のＴＦＴ４３は、第１ゲート電極４３ａ、第１ゲート絶縁膜４３ｂ、活性層４３ｃ、第
２ゲート絶縁膜４３ｄ、第２ゲート電極４３ｅ、無機絶縁膜４３ｆ、ドレイン電極４３ｇ
、及びソース電極４３ｈを含む。なお、図示されないが、第１ゲート電極４３ａと第２ゲ
ート電極４３ｅは、それぞれ異なるゲート電圧が印加されてもよいし、同じゲート電圧が
印加されてもよい。同じゲート電圧を印加する場合、第１ゲート電極４３ａと第２ゲート
電極４３ｅとを電気的に接続すればよい。
【００７４】
　第１ゲート電極４３ａは、第１実施形態において図３に示したゲート電極１３ａと同じ
金属材料で構成することができる。第２ゲート電極４３ｅは、第１ゲート電極４３ａと同
じ金属材料で構成してもよいし、異なる金属材料で構成してもよい。本実施形態では、同
じ金属材料を用いて第１ゲート電極４３ａ及び第２ゲート電極４３ｅを構成する。
【００７５】
　活性層４３ｃは、第１実施形態において図３に示した活性層１３ｃと同じ半導体で構成
することができる。本実施形態では、ＴＦＴ４３の活性層４３ｃとして、酸化物半導体を
用いるが、これに限られるものではない。
【００７６】
　本実施形態では、活性層４３ｃに対して第１ゲート電極４３ａ及び第２ゲート電極４３
ｅの両方が作用し、ＴＦＴ４３をスイッチング素子として機能させることができる構成と
なっている。さらに、本実施形態では、図１１に示されるように、第１ゲート電極４３ａ
及び第２ゲート電極４３ｅのそれぞれと同時に形成された金属配線層を接続端子の要素と
して利用する。
【００７７】
　図１１において、第１補助電極４５及び第２補助電極４８は、端子電極５０の下方に配
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置される。第１補助電極４５と第２補助電極４８は、無機絶縁膜４６及び４７に設けられ
た開口部を介して電気的に接続される。また、第２補助電極４８と端子電極５０は、無機
絶縁膜４９に設けられた開口部を介して電気的に接続される。つまり、第１補助電極４５
、第２補助電極４８及び端子電極５０は、いずれも接続端子の要素として機能する。なお
、無機絶縁膜４６、４７及び４９は、それぞれ第１ゲート絶縁膜４３ｂ、第２ゲート絶縁
膜４３ｄ及び無機絶縁膜４３ｆと同一プロセスで形成された絶縁膜である。
【００７８】
　このとき、第１補助電極４５は、金属膜３１と同様に、図１０に示した第１ゲート電極
４３ａと同一の膜を加工して得た要素である。すなわち、第１補助電極４５及び第１ゲー
ト電極４３ａは、互いに同一の層構造及び同一の材料で構成される第１金属配線層である
。本明細書では、第１補助電極４５を第１金属配線層の第１部分と呼び、第１ゲート電極
４３ａを第１金属配線層の第２部分と呼んで区別する場合がある。
【００７９】
　また、第２補助電極４８は、図１０に示した第２ゲート電極４３ｅと同一の膜を加工し
て得た要素である。すなわち、第２補助電極４８及び第２ゲート電極４３ｅは、互いに同
一の層構造及び同一の材料で構成される第３金属配線層である。本明細書では、第２補助
電極４８を第３金属配線層の第１部分と呼び、第２ゲート電極４３ｅを第３金属配線層の
第２部分と呼んで区別する場合がある。
【００８０】
　本実施形態によれば、第１補助電極４５、第２補助電極４８及び端子電極５０で構成さ
れる積層構造が複数並んで接続端子を構成するため、接続端子全体の抵抗を下げることが
できる。また、第１補助電極４５、第２補助電極４８及び端子電極５０のいずれかが断線
しても接続端子としての機能を維持することが可能である。
【００８１】
　本発明の実施形態として説明した表示装置を基にして、当業者が適宜構成要素の追加、
削除もしくは設計変更を行ったもの、又は、工程の追加、省略もしくは条件変更を行った
ものも、本発明の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含まれる。また、上述した各実
施形態は、技術的矛盾の生じない範囲において、相互に組み合わせることが可能である。
【００８２】
　また、上述した実施形態の態様によりもたらされる作用効果とは異なる他の作用効果で
あっても、本明細書の記載から明らかなもの、又は、当業者において容易に予測し得るも
のについては、当然に本発明によりもたらされるものと解される。
【符号の説明】
【００８３】
１１…樹脂基板、１２…アンダーコート膜、１３…ＴＦＴ、１３ａ…ゲート電極、１３ｂ
…ゲート絶縁膜、１３ｃ…活性層、１３ｄ…ドレイン電極、１３ｅ…ソース電極、１３ｆ
…保護膜、１４…平坦化膜、１５…共通電極、１５ｆ…保護膜、１６…無機絶縁膜、１７
…画素電極、１８…配向膜、２０…樹脂基板、２１…遮光膜、２２…カラーフィルタ、２
３…オーバーコート膜、２４…配向膜、３１…金属膜、３２…無機絶縁膜、３３…端子電
極、３４…異方性導電膜、３４ａ…樹脂層、３４ｂ…導電性粒子、３６、３７…有機絶縁
膜、３９…端子電極、４１…補助電極、４３…ＴＦＴ、４３ａ…第１ゲート電極、４３ｂ
…第１ゲート絶縁膜、４３ｃ…活性層、４３ｄ…第２ゲート絶縁膜、４３ｅ…第２ゲート
電極、４３ｆ…無機絶縁膜、４３ｇ…ドレイン電極、４３ｈ…ソース電極、４５…第１補
助電極、４６、４７…無機絶縁膜、４８…第２補助電極、４９…無機絶縁膜、５０…端子
電極、１００、１００ａ～１００ｆ…液晶表示装置、１０１…アレイ基板、１０２…画素
、１０３…表示領域、１０４…周辺領域、１０５…ＦＰＣ基板、１０６…駆動用ＩＣ、１
０６ａ、１０６ｂ…バンプ、１０７…対向基板、１０８…液晶層、２０５…ＦＰＣ実装部
、２０６…ＩＣ実装部
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